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大分県人権尊重施策基本方針 目次 
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第１章 基本方針改定にあたって 

Ⅰ 改定の背景と経過                                                                                      １ 

Ⅱ 基本方針の性格                                                                                         ２ 

Ⅲ 基本方針の視点                                                                                         ２ 

１ 人権尊重社会づくりの基本理念（人権条例第２条）                                         ２ 

２ 人権尊重社会づくりを担う行政の基本とするもの                                           ３ 

第２章 人権をめぐる社会の取組 

Ⅰ 国際社会（国連）の取組                                                                              ５ 

Ⅱ 国内の取組                                                                                               ６ 
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第４章 人権尊重施策の総合的な推進 

Ⅰ 人権教育・啓発の推進                                                                               １９ 

１ あらゆる場における教育・啓発の推進                                                        １９ 

(1)  家庭や地域社会における教育・啓発の推進                                              １９ 

(2)  学校や認定こども園、幼稚園・保育所における教育・啓発の推進                 ２０ 
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(6)  ＮＰＯとの協働                                                                                ２９ 
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第５章 様々な分野における人権行政の推進 
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Ⅲ 子どもの人権問題                                                                                    ４７ 



  

Ⅳ 高齢者の人権問題                                                                                    ５３ 

Ⅴ 障がい者の人権問題                                                                                  ５７ 

Ⅵ 外国人の人権問題                                                                                    ６３ 

Ⅶ 医療をめぐる人権問題                                                                               ６７ 

Ⅷ 性的少数者の人権問題                                                                               ６９ 

Ⅸ 様々な人権問題                                                                                       ７１ 

 １ 犯罪被害者やその家族の人権問題                                                             ７１ 

２ プライバシー権の保護                                                                            ７２ 

３ ネット社会の人権問題                                                                            ７４ 

４ その他の人権問題                                                                                  ７５ 

第６章 基本方針の推進方策 
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持続可能な開発目標（SDGs＝SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS）とは、2015 年９月に国連サミ

ットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された国際目標です。持続可能な世界

を実現するため、17 の目標と 169 のターゲットから構成されます。 

大分県では人権尊重社会の実現に向け、特に目標４と目標５、目標１０を達成するための取組を推進してい

くこととしています。 

  


